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政
令
第
百
五
十
二
号

関
税
定
率
法
及
び
関
税
暫
定
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
関
税
定
率
法
及
び
関
税
暫
定
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
十
二
号
）
の
施
行
に
伴

い
、
及
び
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
関
税
定
率
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

関
税
定
率
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
の
見
出
し
を
「
（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
が
経
営
す
る
施
設
の
指
定
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
（
以

下
「
国
等
以
外
の
者
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
及
び
同
法
附
則
第
三
条
第
一
項
に
規

定
す
る
学
校

第
十
七
条
第
二
号
中
「
第
七
十
七
号
）
」
の
下
に
「
第
二
条
第
七
項
（
定
義
）
に
規
定
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園

及
び
同
法
」
を
加
え
、
「
教
育
、
保
育
等
を
総
合
的
に
提
供
す
る
施
設
」
を
「
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
以
外
の
認
定
こ

ど
も
園
」
に
改
め
、
「
で
私
立
の
も
の
」
を
削
り
、
同
条
第
三
号
中
「
（
専
修
学
校
）
」
、
「
（
各
種
学
校
）
」
及
び
「
で
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私
立
の
も
の
」
を
削
り
、
同
条
第
四
号
及
び
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

博
物
館
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
八
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項
（
定
義
）
に
規
定
す
る
私
立
博
物
館
並
び
に

独
立
行
政
法
人
国
立
科
学
博
物
館
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
七
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
号
（
業
務
の
範
囲
）
の
規

定
に
基
づ
き
独
立
行
政
法
人
国
立
科
学
博
物
館
が
設
置
す
る
博
物
館
、
独
立
行
政
法
人
国
立
美
術
館
法
（
平
成
十
一
年

法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
十
一
条
第
一
号
（
業
務
の
範
囲
）
の
規
定
に
基
づ
き
独
立
行
政
法
人
国
立
美
術
館
が
設
置
す

る
美
術
館
、
独
立
行
政
法
人
国
立
文
化
財
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
（

業
務
の
範
囲
）
の
規
定
に
基
づ
き
独
立
行
政
法
人
国
立
文
化
財
機
構
が
設
置
す
る
博
物
館
並
び
に
地
方
独
立
行
政
法
人

法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
十
一
条
第
五
号
（
業
務
の
範
囲
）
の
規
定
に
基
づ
き
地
方
独
立
行
政
法
人

が
設
置
す
る
博
物
館
、
美
術
館
、
植
物
園
、
動
物
園
及
び
水
族
館

五

国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
四
項
（
定
義
）
に
規
定
す
る
大
学
共
同
利
用
機
関

第
十
七
条
第
六
号
中
「
国
等
以
外
の
者
が
経
営
す
る
」
及
び
「
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
施
設

」
の
下
に
「
（
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中
「
私
立
の
」
を
削
る
。
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（
関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
平
成
二
十
五
年
度
」
を
「
平
成
二
十
六
年
度
」
に
、
「
平
成
二
十
四
年
度
」
を
「
平
成

二
十
五
年
度
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
の
二
中
「
第
七
条
の
八
第
一
項
」
を
「
第
七
条
の
七
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
第
二
項
中
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
を
削
り
、
第
四
号
を
第
一
号
と
し
、
第
五
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の

次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

三

別
表
第
一
の
第
七
〇
号
に
掲
げ
る
国
を
原
産
地
と
す
る
関
税
率
表
第
三
五
・
○
五
項
に
掲
げ
る
物
品
で
あ
つ
て
、
平

成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
輸
入
さ
れ
る
も
の
（
第
六
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

四

別
表
第
一
の
第
七
五
号
に
掲
げ
る
国
を
原
産
地
と
す
る
次
に
掲
げ
る
物
品
で
あ
つ
て
、
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
に
輸
入
さ
れ
る
も
の

イ

関
税
率
表
第
〇
七
〇
六
・
九
〇
号
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち
ご
ぼ
う
、
同
表
第
〇
七
〇
九
・
五
九
号
に
掲
げ
る
物
品

の
う
ち
ま
つ
た
け
、
同
表
第
〇
七
一
二
・
九
〇
号
の
二
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち
た
け
の
こ
、
同
表
第
〇
九
一
〇
・
一
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一
号
の
二
の
㈡
の
Ｂ
に
掲
げ
る
物
品
、
同
表
第
一
二
一
一
・
九
〇
号
の
四
の
㈡
に
掲
げ
る
物
品
（
び
や
く
だ
ん
及
び

は
と
む
ぎ
以
外
の
も
の
に
限
る
。
）
、
同
表
第
一
二
一
二
・
九
九
号
の
二
に
掲
げ
る
物
品
（
あ
ん
ず
、
桃
（
ネ
ク
タ

リ
ン
を
含
む
。
）
又
は
プ
ラ
ム
の
核
及
び
仁
以
外
の
も
の
に
限
る
。
）
、
同
表
第
一
六
〇
四
・
一
一
号
に
掲
げ
る
物

品
（
気
密
容
器
入
り
の
も
の
以
外
の
も
の
に
限
る
。
）
、
同
表
第
一
六
〇
四
・
一
五
号
及
び
第
一
六
〇
四
・
一
七
号

に
掲
げ
る
物
品
、
同
表
第
一
六
〇
四
・
一
九
号
に
掲
げ
る
物
品
（
節
類
以
外
の
も
の
に
限
る
。
）
、
同
表
第
一
六
〇

四
・
三
二
号
に
掲
げ
る
物
品
（
イ
ク
ラ
以
外
の
も
の
に
限
る
。
）
、
同
表
第
一
六
〇
五
・
一
〇
号
の
二
に
掲
げ
る
物

品
（
米
を
含
む
も
の
以
外
の
も
の
に
限
る
。
）
、
同
表
第
一
六
〇
五
・
五
二
号
に
掲
げ
る
物
品
、
同
表
第
一
六
〇
五

・
五
五
号
及
び
第
一
六
〇
五
・
五
六
号
に
掲
げ
る
物
品
（
気
密
容
器
入
り
の
も
の
以
外
の
も
の
に
限
る
。
）
、
同
表

第
一
六
〇
五
・
五
九
号
の
二
に
掲
げ
る
物
品
（
帆
立
貝
（
い
た
や
が
い
科
の
も
の
。
ペ
ク
テ
ン
属
、
ク
ラ
ミ
ュ
ス
属

又
は
プ
ラ
コ
ペ
ク
テ
ン
属
の
も
の
及
び
い
た
や
貝
を
除
く
。
）
以
外
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
気
密
容
器
入
り
の
も
の

以
外
の
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
同
表
第
二
〇
〇
一
・
九
〇
号
の
二
の
㈤
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち
し
よ
う
が

ロ

関
税
率
表
第
二
七
・
○
一
項
、
第
二
七
・
○
四
項
、
第
二
八
・
○
九
項
、
第
二
八
・
二
五
項
、
第
二
八
・
二
七
項

、
第
二
八
・
三
四
項
、
第
二
八
・
三
五
項
、
第
二
八
・
三
九
項
、
第
二
八
・
四
一
項
、
第
二
八
・
四
九
項
、
第
二
九
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・
○
三
項
、
第
二
九
・
○
四
項
、
第
二
九
・
三
八
項
、
第
三
六
・
○
四
項
、
第
三
八
・
○
一
項
、
第
三
八
・
○
二
項

、
第
三
八
・
○
六
項
、
第
三
八
・
一
四
項
、
第
三
八
・
一
六
項
、
第
三
九
・
二
三
項
、
第
三
九
・
二
四
項
、
第
三
九

・
二
六
項
、
第
四
四
・
一
二
項
、
第
四
四
・
一
九
項
か
ら
第
四
四
・
二
一
項
ま
で
、
第
四
六
・
○
一
項
、
第
四
六
・

○
二
項
、
第
五
一
・
○
七
項
、
第
五
六
・
○
七
項
、
第
五
六
・
○
八
項
、
第
五
七
・
○
二
項
、
第
五
七
・
○
三
項
、

第
五
七
・
○
五
項
、
第
五
八
・
○
六
項
、
第
六
二
・
一
三
項
、
第
六
二
・
一
六
項
、
第
六
二
・
一
七
項
、
第
六
三
・

○
一
項
か
ら
第
六
三
・
○
七
項
ま
で
、
第
六
五
・
○
五
項
、
第
六
五
・
○
六
項
、
第
六
六
・
○
一
項
、
第
六
七
・
○

二
項
、
第
六
九
・
○
二
項
、
第
六
九
・
○
七
項
、
第
六
九
・
○
八
項
、
第
六
九
・
一
一
項
、
第
六
九
・
一
二
項
、
第

七
四
・
○
六
項
、
第
七
四
・
一
一
項
、
第
七
六
・
○
七
項
、
第
七
九
・
○
七
項
、
第
八
一
・
○
四
項
、
第
八
一
・
一

一
項
、
第
八
二
・
一
一
項
、
第
八
二
・
一
三
項
、
第
八
三
・
○
一
項
、
第
八
三
・
○
二
項
、
第
八
三
・
○
六
項
、
第

九
○
・
○
三
項
、
第
九
四
・
○
四
項
、
第
九
五
・
○
三
項
、
第
九
五
・
○
五
項
、
第
九
五
・
○
七
項
、
第
九
六
・
○

三
項
、
第
九
六
・
○
八
項
又
は
第
九
六
・
一
七
項
に
掲
げ
る
物
品
（
法
第
八
条
の
二
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に

規
定
す
る
税
率
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
限
り
、
法
第
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
協
定
税
率
が
無
税
と
さ
れ
て

い
る
も
の
を
除
く
。
）
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五

別
表
第
一
の
第
一
〇
四
号
に
掲
げ
る
国
を
原
産
地
と
す
る
関
税
率
表
第
二
一
○
一
・
一
一
号
の
二
の
㈡
に
掲
げ
る
物

品
で
あ
つ
て
、
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
輸
入
さ
れ
る
も
の

第
二
十
五
条
第
三
項
中
「
第
四
七
号
」
の
下
に
「
、
第
四
九
号
」
を
加
え
る
。

（
国
税
収
納
金
整
理
資
金
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

国
税
収
納
金
整
理
資
金
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
第
五
号
中
「
第
七
条
の
七
第
六
項
又
は
第
七
条
の
八
第
八
項
」
を
「
第
七
条
の
七
第
八
項
」
に
改
め
る
。

（
関
税
割
当
制
度
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

関
税
割
当
制
度
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
百
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
○
四
○
一
・
一
○
号
、
第
○
四
○
一
・
二
○
号
、
第
○
四
○
一
・
四
○
号
、
第
○
四
○
一
・
五
○
号
、
第
○
四
○

三
・
一
○
号
、
第
○
四
○
三
・
九
○
号
、
第
○
四
○
四
・
九
○
号
、
第
一
八
○
六
・
二
○
号
、
第
一
八
○
六
・
九
○
号
、
第

一
九
○
一
・
一
○
号
、
第
一
九
○
一
・
二
○
号
、
第
一
九
○
一
・
九
○
号
、
第
二
一
○
一
・
一
二
号
、
第
二
一
○
一
・
二
○

号
、
第
二
一
○
六
・
一
○
号
及
び
第
二
一
○
六
・
九
○
号
の
項
、
第
○
四
○
二
・
一
○
号
、
第
○
四
○
二
・
二
一
号
及
び
第
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○
四
○
二
・
二
九
号
の
項
、
第
○
四
○
二
・
一
○
号
及
び
第
○
四
○
二
・
二
一
号
の
項
、
第
○
四
○
二
・
九
一
号
の
項
、
第

○
四
○
四
・
一
○
号
の
項
、
第
○
四
○
四
・
一
○
号
及
び
第
○
四
○
四
・
九
○
号
の
項
並
び
に
第
○
四
○
五
・
一
○
号
及
び

第
○
四
○
五
・
九
○
号
の
項
中
「
平
成
二
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
六
年
三
月
三
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
二
六
年
四
月
一

日
か
ら
平
成
二
七
年
三
月
三
一
日
ま
で
」
に
改
め
る
。

別
表
第
○
四
○
六
・
一
○
号
、
第
○
四
○
六
・
四
○
号
及
び
第
○
四
○
六
・
九
○
号
の
項
中
「
平
成
二
五
年
四
月
一
日
か

ら
平
成
二
六
年
三
月
三
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
二
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
七
年
三
月
三
一
日
ま
で
」
に
、
「
六
五
、
七

〇
〇
ト
ン
」
を
「
六
五
、
〇
〇
〇
ト
ン
」
に
改
め
る
。

別
表
第
○
七
一
三
・
一
○
号
、
第
○
七
一
三
・
三
二
号
、
第
○
七
一
三
・
三
三
号
、
第
○
七
一
三
・
三
四
号
、
第
○
七
一

三
・
三
五
号
、
第
○
七
一
三
・
三
九
号
、
第
○
七
一
三
・
五
○
号
、
第
○
七
一
三
・
六
○
号
及
び
第
○
七
一
三
・
九
○
号
の

項
中
「
平
成
二
五
年
一
○
月
一
日
か
ら
平
成
二
六
年
三
月
三
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
二
六
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
三
○

日
ま
で
」
に
、
「
七
〇
、
〇
〇
〇
ト
ン
」
を
「
五
〇
、
〇
〇
〇
ト
ン
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
○
○
五
・
九
○
号
の
項
中
「
平
成
二
五
年
一
○
月
一
日
か
ら
平
成
二
六
年
三
月
三
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
二
六

年
四
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
三
○
日
ま
で
」
に
、
「
二
、
一
〇
四
、
二
〇
〇
ト
ン
」
を
「
二
、
一
〇
一
、
一
〇
〇
ト
ン
」
に
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、
「
平
成
二
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
六
年
三
月
三
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
二
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
七
年
三
月
三

一
日
ま
で
」
に
、
「
三
五
三
、
八
〇
〇
ト
ン
」
を
「
三
六
三
、
〇
〇
〇
ト
ン
」
に
、
「
四
六
、
八
〇
〇
ト
ン
」
を
「
四
九
、

九
〇
〇
ト
ン
」
に
、
「
五
七
、
二
〇
〇
ト
ン
」
を
「
五
八
、
八
〇
〇
ト
ン
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
一
○
七
・
一
○
号
及
び
第
一
一
○
七
・
二
○
号
の
項
中
「
平
成
二
五
年
一
○
月
一
日
か
ら
平
成
二
六
年
三
月
三

一
日
ま
で
」
を
「
平
成
二
六
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
三
○
日
ま
で
」
に
、
「
二
五
一
、
八
〇
〇
ト
ン
」
を
「
二
九
一
、

六
〇
〇
ト
ン
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
一
○
八
・
一
二
号
、
第
一
一
○
八
・
一
三
号
、
第
一
一
○
八
・
一
四
号
、
第
一
一
○
八
・
一
九
号
、
第
一
一
○

八
・
二
○
号
、
第
一
九
○
一
・
二
○
号
及
び
第
一
九
○
一
・
九
○
号
の
項
中
「
平
成
二
五
年
一
○
月
一
日
か
ら
平
成
二
六
年

三
月
三
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
二
六
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
三
○
日
ま
で
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
二
○
二
・
三
○
号
、
第
一
二
○
二
・
四
一
号
及
び
第
一
二
○
二
・
四
二
号
の
項
並
び
に
第
一
二
一
二
・
九
九
号

の
項
中
「
平
成
二
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
六
年
三
月
三
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
二
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
七
年
三

月
三
一
日
ま
で
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
七
○
三
・
一
○
号
及
び
第
一
七
○
三
・
九
○
号
の
項
中
「
平
成
二
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
六
年
三
月
三
一
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日
ま
で
」
を
「
平
成
二
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
七
年
三
月
三
一
日
ま
で
」
に
、
「
二
、
〇
〇
〇
ト
ン
」
を
「
八
〇
〇
ト

ン
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
八
○
六
・
二
○
号
の
項
中
「
平
成
二
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
六
年
三
月
三
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
二
六
年

四
月
一
日
か
ら
平
成
二
七
年
三
月
三
一
日
ま
で
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
○
○
二
・
九
○
号
の
項
中
「
平
成
二
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
六
年
三
月
三
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
二
六
年

四
月
一
日
か
ら
平
成
二
七
年
三
月
三
一
日
ま
で
」
に
、
「
四
〇
、
〇
〇
〇
ト
ン
」
を
「
三
八
、
三
〇
〇
ト
ン
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
○
○
八
・
二
○
号
の
項
中
「
平
成
二
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
六
年
三
月
三
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
二
六
年

四
月
一
日
か
ら
平
成
二
七
年
三
月
三
一
日
ま
で
」
に
、
「
四
一
、
六
〇
〇
ト
ン
」
を
「
四
一
、
二
〇
〇
ト
ン
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
一
○
六
・
九
○
号
の
項
、
第
四
一
○
一
・
二
○
号
、
第
四
一
○
一
・
五
○
号
、
第
四
一
○
一
・
九
○
号
、
第
四

一
○
四
・
一
一
号
、
第
四
一
○
四
・
一
九
号
、
第
四
一
○
四
・
四
一
号
、
第
四
一
○
四
・
四
九
号
、
第
四
一
○
七
・
一
一
号

、
第
四
一
○
七
・
一
二
号
、
第
四
一
○
七
・
一
九
号
、
第
四
一
○
七
・
九
一
号
、
第
四
一
○
七
・
九
二
号
及
び
第
四
一
○
七

・
九
九
号
の
項
、
第
四
一
○
五
・
三
○
号
、
第
四
一
○
六
・
二
二
号
、
第
四
一
一
二
・
○
○
号
及
び
第
四
一
一
三
・
一
○
号

の
項
、
第
五
○
○
一
・
○
○
号
及
び
第
五
○
○
二
・
○
○
号
の
項
並
び
に
第
六
四
○
三
・
二
○
号
、
第
六
四
○
三
・
四
○
号
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、
第
六
四
○
三
・
五
一
号
、
第
六
四
○
三
・
五
九
号
、
第
六
四
○
三
・
九
一
号
、
第
六
四
○
三
・
九
九
号
、
第
六
四
○
四
・

一
九
号
、
第
六
四
○
四
・
二
○
号
、
第
六
四
○
五
・
一
○
号
及
び
第
六
四
○
五
・
九
○
号
の
項
中
「
平
成
二
五
年
四
月
一
日

か
ら
平
成
二
六
年
三
月
三
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
二
六
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
七
年
三
月
三
一
日
ま
で
」
に
改
め
る
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
輸
出
入
等
関
連
業
務
の
処
理
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
輸
出
入
等
関
連
業
務
の
処
理
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
二
年
政
令
第
二
百

二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
第
二
号
ト
中
「
、
第
六
五
号
」
を
削
る
。

別
表
第
六
四
号
の
五
中
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
改
め
、
「
提
示
」
の
下
に
「
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
書

類
の
提
出
」
を
加
え
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六
四
の
六

関
税
定
率
法
施
行
令
第
十
六
条
の
四
（
米
の
免
税
の
手
続
）
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
提
出

別
表
第
六
五
号
中
「
に
規
定
す
る
関
税
の
額
に
つ
い
て
の
税
関
の
証
明
書
の
発
給
の
申
請
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
許
可
書

及
び
証
明
書
の
添
付
」
に
改
め
る
。

別
表
第
六
五
号
の
一
九
中
「
含
む
。
）
」
の
下
に
「
並
び
に
許
可
書
又
は
証
明
書
及
び
製
造
報
告
書
の
添
付
」
を
加
え
、
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同
号
を
同
表
第
六
五
号
の
二
三
と
す
る
。

別
表
第
六
五
号
の
一
八
中
「
含
む
。
）
」
の
下
に
「
並
び
に
許
可
書
若
し
く
は
証
明
書
又
は
書
類
及
び
製
造
報
告
書
の
添

付
」
を
加
え
、
同
号
を
同
表
第
六
五
号
の
二
二
と
す
る
。

別
表
第
六
五
号
の
一
七
中
「
含
む
。
）
」
の
下
に
「
並
び
に
許
可
書
、
証
明
書
、
書
類
又
は
決
定
通
知
書
及
び
製
造
報
告

書
の
添
付
」
を
加
え
、
同
号
を
同
表
第
六
五
号
の
二
一
と
す
る
。

別
表
第
六
五
号
の
一
六
中
「
含
む
。
）
」
の
下
に
「
及
び
書
類
の
添
付
」
を
加
え
、
同
号
を
同
表
第
六
五
号
の
二
〇
と
す

る
。別

表
第
六
五
号
の
一
五
中
「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
改
め
、
「
貨
物
製
造
報
告
書
」
の
下
に
「
又
は
貨
物
製
造
証
明
書

及
び
書
類
」
を
加
え
、
同
号
を
同
表
第
六
五
号
の
一
八
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六
五
の
一

関
税
定
率
法
施
行
令
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
（
内
貨
原
料
品
に
よ
る
製
品
を
輸
出

九

す
る
場
合
の
確
認
等
の
手
続
）
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
提
出
（
輸
徴
法
施
行
令
第
二
十
条
（
課
税
済
内

貨
原
材
料
に
よ
る
製
品
を
輸
出
す
る
場
合
の
確
認
等
の
手
続
）
の
規
定
に
よ
る
物
品
の
品
名
及
び
数
量

等
の
付
記
を
含
む
。
）
又
は
関
税
定
率
法
施
行
令
第
五
十
四
条
の
二
第
三
項
若
し
く
は
第
五
項
の
規
定
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に
よ
る
書
類
の
提
出

別
表
第
六
五
号
の
一
四
中
「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
改
め
、
「
貨
物
製
造
報
告
書
」
の
下
に
「
又
は
貨
物
製
造
証
明
書

及
び
書
類
」
を
加
え
、
同
号
を
同
表
第
六
五
号
の
一
七
と
す
る
。

別
表
第
六
五
号
の
一
三
を
同
表
第
六
五
号
の
一
四
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

六
五
の
一

関
税
定
率
法
施
行
令
第
五
十
一
条
第
一
項
（
輸
出
貨
物
製
造
用
原
料
品
を
使
用
し
て
製
造
し
た
貨
物
の

五

輸
出
の
手
続
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
書
若
し
く
は
証
明
書
又
は
書
類
及
び
製
品
検
査
書
若
し
く
は
書
面

の
提
出

六
五
の
一

関
税
定
率
法
施
行
令
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
（
戻
し
税
に
係
る
原
料
品
を
使
用
し
て
製
造
し
た
貨
物

六

の
輸
出
の
手
続
）
の
規
定
に
よ
る
貨
物
製
造
報
告
書
又
は
貨
物
製
造
証
明
書
の
添
付

別
表
第
六
五
号
の
一
二
中
「
含
む
。
）
」
の
下
に
「
又
は
関
税
定
率
法
施
行
令
第
四
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第

三
十
九
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
許
可
書
若
し
く
は
証
明
書
の
提
出
」
を
加
え
、
同
号
を
同
表
第
六
五
号
の
一
三
と
し

、
同
表
第
六
五
号
の
一
一
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六
五
の
一

関
税
定
率
法
施
行
令
第
三
十
九
条
第
一
項
（
再
輸
出
免
税
貨
物
の
輸
出
の
手
続
）
の
規
定
に
よ
る
許
可
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二

書
又
は
証
明
書
の
提
出
及
び
加
工
証
明
書
の
添
付

別
表
第
六
六
号
の
二
中
「
含
む
。
）
」
の
下
に
「
並
び
に
書
面
及
び
許
可
書
、
証
明
書
、
書
類
又
は
決
定
通
知
書
の
添
付

」
を
加
え
る
。

別
表
第
六
七
号
中
「
規
定
に
よ
る
課
税
物
品
の
品
名
及
び
数
量
等
の
付
記
を
含
む
。
）
」
の
下
に
「
並
び
に
書
面
及
び
許

可
書
、
証
明
書
、
書
類
又
は
決
定
通
知
書
の
添
付
」
を
加
え
る
。

別
表
第
六
七
号
の
二
中
「
含
む
。
）
」
の
下
に
「
又
は
関
税
定
率
法
施
行
令
第
五
十
四
条
の
十
八
に
お
い
て
準
用
す
る
同

令
第
五
十
四
条
の
十
六
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
（
輸
徴
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の
九
に
お
い
て
準
用
す
る
輸
徴
法
施

行
令
第
二
十
六
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
課
税
物
品
の
品
名
及
び
数
量
等
の
付
記
を
含
む
。
）
並
び
に
書
面
及
び
許
可

書
若
し
く
は
証
明
書
の
添
付
」
を
加
え
る
。

別
表
第
六
八
号
中
「
含
む
。
）
又
は
」
を
「
含
む
。
）
並
び
に
書
類
及
び
許
可
書
、
証
明
書
、
書
類
若
し
く
は
決
定
通
知

書
の
添
付
又
は
」
に
改
め
る
。

別
表
第
六
九
号
及
び
第
七
〇
号
中
「
含
む
。
）
又
は
」
を
「
含
む
。
）
並
び
に
書
類
及
び
許
可
書
若
し
く
は
証
明
書
の
添

付
又
は
」
に
改
め
る
。
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別
表
第
七
〇
号
の
二
中
「
提
出
」
の
下
に
「
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
証
明
書
の
添
付
」
を
加
え
る
。

別
表
第
七
二
号
中
「
添
付
」
の
下
に
「
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
書
類
の
添
付
」
を
加
え
る
。

別
表
第
七
二
号
の
二
中
「
規
定
に
よ
る
」
の
下
に
「
許
可
書
又
は
証
明
書
、
書
類
及
び
」
を
加
え
る
。

別
表
第
七
三
号
の
二
中
「
書
面
の
提
出
」
の
下
に
「
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
証
明
書
の
添
付
」
を
加
え
る
。

（
関
税
・
外
国
為
替
等
審
議
会
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

関
税
・
外
国
為
替
等
審
議
会
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
、
中
華
人
民
共
和
国
の
特
定
の
貨
物
に
係
る
緊
急
関
税
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
百
十
五
号
）

第
九
条
」
を
削
る
。

（
中
華
人
民
共
和
国
の
特
定
の
貨
物
に
係
る
緊
急
関
税
に
関
す
る
政
令
の
廃
止
）

第
七
条

中
華
人
民
共
和
国
の
特
定
の
貨
物
に
係
る
緊
急
関
税
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
百
十
五
号
）
は
、
廃
止

す
る
。

（
経
済
連
携
協
定
に
基
づ
く
関
税
の
緊
急
措
置
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

経
済
連
携
協
定
に
基
づ
く
関
税
の
緊
急
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
百
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
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う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
七
条
の
八
第
一
項
」
を
「
第
七
条
の
七
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
条
及
び
第
三
条
中
「
第
七
条
の
八
第
六
項
」
を
「
第
七
条
の
七
第
六
項
」
に
改
め
る
。

第
四
条
及
び
第
五
条
第
一
項
中
「
第
七
条
の
八
第
一
項
」
を
「
第
七
条
の
七
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
第
七
条
の
八
第
一
項
」
を
「
第
七
条
の
七
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
七
条
の
八
第
七

項
」
を
「
第
七
条
の
七
第
七
項
」
に
改
め
る
。

（
経
済
連
携
協
定
に
基
づ
く
関
税
割
当
制
度
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
九
条

経
済
連
携
協
定
に
基
づ
く
関
税
割
当
制
度
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
中
「
第
七
条
の
八
第
一
項
」
を
「
第
七
条
の
七
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
関
税
定
率
法
施
行
令
第
十
七
条
第
二
号
の

改
正
規
定
（
「
第
七
十
七
号
）
」
の
下
に
「
第
二
条
第
七
項
（
定
義
）
に
規
定
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
及
び
同
法
」
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を
加
え
、
「
教
育
、
保
育
等
を
総
合
的
に
提
供
す
る
施
設
」
を
「
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
以
外
の
認
定
こ
ど
も
園
」
に
改

め
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


